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会
　
　
　
計

リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
先
端

設
備
等
投
資
支
援
ス
キ
ー
ム
の

実
務
対
応
報
告
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

国
際
会
計

ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
の
更
新
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

果
実
生
成
型
植
物
に
関
す
る
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
改
訂
の
公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
６
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
２
９
０
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト

第
15
回
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
エ
ン
ド
ー
ス

メ
ン
ト
に
関
す
る
作
業
部
会（
本
誌

２
０
１
４
年
７
月
10
日
号（
№
１
３
８
５
）

情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）の
検
討
状
況
が

報
告
さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

公
開
草
案
公
表
時
に
示
す
、
コ
メ

ン
ト
提
出
者
へ
の
質
問
に
、
修
正
版

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
適
用
に
関
す
る
オ
プ

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
項
目
を
追
加
す

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
賛
否

両
論
が
聞
か
れ
た
。
た
だ
し
、
作
業

部
会
で
の
議
論
同
様
に
、
会
計
基
準

上
の
論
点
か
制
度
上
の
論
点
か
整
理

す
る
こ
と
を
求
め
る
声
も
あ
り
、
公

開
草
案
公
表
ま
で
に
金
融
庁
と
も
協

議
の
う
え
で
整
理
さ
れ
る
見
込
み
。

リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
先
端
設

備
等
投
資
支
援
ス
キ
ー
ム

前
回
ま
で
の
審
議
を
踏
ま
え
た
実

務
対
応
報
告
の
文
案
が
提
示
さ
れ
、

公
表
が
承
認
さ
れ
た
。
６
月
30
日
に

公
表
さ
れ
た
、
実
務
対
応
報
告
31
号

「
リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
先
端
設

備
等
投
資
支
援
ス
キ
ー
ム
に
お
け
る

借
手
の
会
計
処
理
等
に
関
す
る
実

務
上
の
取
扱
い
」の
本
文
は
、
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
の
Ｈ
Ｐ（https://w

w
w

.asb.
or.jp/asb/asb_j/docum

ents/
docs/lease_2014/index.shtm

l

）

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

税
効
果
会
計

第
５
回
税
効
果
会
計
専
門
委
員
会

（
本
誌
２
０
１
４
年
７
月
10
日
号
情

報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）の
検
討
状
況

が
報
告
さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、「
監
査
委
員
会
報
告

か
ら
適
用
指
針
と
な
る
こ
と
で
意
味

合
い
は
大
き
く
変
わ
る
。
仮
に
同
じ

規
定
で
も
重
み
は
変
わ
る
と
い
う
認

識
が
前
提
と
し
て
必
要
」と
の
指
摘

が
な
さ
れ
た
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
改
訂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
ワ
ー
ク
プ

ラ
ン
を
６
月
24
日
付
け
で
更
新
し

た
。
前
回
の
ワ
ー
ク
プ
ラ
ン（
５
月

28
日
付
け
）か
ら
の
主
な
変
更
点
等

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

全　
般

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号「
顧
客
と
の
契
約
か

ら
生
じ
る
収
益
」が
、
５
月
28
日
に

公
表
さ
れ
た
。

・
開
示
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
、
主
要
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
部
分
的
な
範
囲

に
お
け
る
改
訂
へ
移
さ
れ
た
。

主
要
基
準

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号「
金
融
商
品
」（
Ｉ
Ａ

Ｓ
39
号
の
改
訂
）（
分
類
お
よ
び
測

定
、
減
損
）の
最
終
基
準
の
公
表
目

標
：
２
０
１
４
年
第
２
四
半
期
か
ら

２
０
１
４
年
第
３
四
半
期
へ
変
更

部
分
的
な
範
囲
に
お
け
る
改
訂

・
年
次
改
善（
２
０
１
２
―
２
０
１
４
）

の
最
終
基
準
の
公
表
目
標
：

２
０
１
４
年
第
３
四
半
期（
公
開
草

案
の
コ
メ
ン
ト
期
限
が
２
０
１
４

年
３
月
13
日
で
あ
り
、
そ
の
後
Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
で
再
審
議
）

・
株
式
報
酬
取
引
の
分
類
お
よ
び
測

定
の
明
確
化（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
２
号
の
改

訂
案
）の
公
開
草
案
の
公
表
目
標
：

２
０
１
４
年
第
３
四
半
期
か
ら

２
０
１
４
年
第
４
四
半
期
へ
変
更

・
負
債
の
分
類（
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
の
改

訂
案
）の
公
開
草
案
の
公
表
目
標
：

２
０
１
４
年
第
３
四
半
期
か
ら

２
０
１
４
年
第
４
四
半
期
へ
変
更

・
企
業
と
そ
の
関
連
会
社
／
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
の
取
引
か
ら

生
じ
る
利
得
ま
た
は
損
失
の
消
去

（
Ｉ
Ａ
Ｓ
28
号
の
改
訂
案
）の
公
開

草
案
の
公
表
目
標
：
２
０
１
４
年

第
３
四
半
期
か
ら
２
０
１
４
年
第

４
四
半
期
へ
変
更

・
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
持
分
法

（
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号
の
改
訂
案
）の
最
終

基
準
の
公
表
目
標
：
２
０
１
４
年

第
２
四
半
期
か
ら
２
０
１
４
年
第

３
四
半
期
へ
変
更

・
公
正
価
値
測
定（
会
計
単
位
）の
公
開

草
案
の
公
表
目
標
：
２
０
１
４
年

第
２
四
半
期
か
ら
２
０
１
４
年
第

３
四
半
期
へ
変
更

・
投
資
企
業
―
投
資
企
業
に
対
す
る

持
分
の
会
計
処
理
お
よ
び
連
結
免

除
の
適
用（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
10
号
と
Ｉ

Ａ
Ｓ
28
号
の
改
訂
）の
再
審
議
：

２
０
１
４
年
第
４
四
半
期

・
年
次
改
善（
２
０
１
３
―
２
０
１
５
）

の
公
開
草
案
の
公
表
目
標
：

２
０
１
４
年
第
３
四
半
期
か
ら
削
除

・
非
支
配
持
分
に
関
す
る
売
建
プ
ッ

ト
・
オ
プ
シ
ョ
ン
：
ワ
ー
ク
プ
ラ

ン
か
ら
削
除

適
用
後
レ
ビ
ュ
ー

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３
号「
企
業
結
合
」の
審

議
：
２
０
１
４
年
第
３
四
半
期

な
お
、
部
分
的
な
範
囲
に
お
け
る

改
訂
に
関
し
て
は
、
全
般
的
に
四
半

期
分
延
期
さ
れ
て
い
る
。

去
る
６
月
30
日
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

は
、「
農
業
：
果
実
生
成
型
植
物
―

Ｉ
Ａ
Ｓ
16
号
お
よ
び
Ｉ
Ａ
Ｓ
41
号

の
改
訂
」（A

griculture:Bearer 
Plants–A

m
endm

ents to IA
S16 

and IA
S41

）
を
公
表
し
た
。
こ

の
改
訂
は
、
産
業
と
し
て
農
業
の

比
重
が
高
い
国
の
要
望
を
踏
ま
え

２
０
１
２
年
９
月
に
開
始
さ
れ
、

２
０
１
３
年
６
月
の
公
開
草
案
の
公

表
を
経
て
、
最
終
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

改
訂
前
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
41
号
は
、
農
業

活
動
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
生
物
資

産
を
、
原
則
と
し
て
、
売
却
コ
ス
ト

控
除
後
の
公
正
価
値
で
測
定
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
。今
回
の
改
訂
は
、

生
物
資
産
の
う
ち
果
実
生
成
型
植
物

を
Ｉ
Ａ
Ｓ
41
号
の
適
用
範
囲
か
ら
除

外
し
、
有
形
固
定
資
産
と
し
て
Ｉ
Ａ

Ｓ
16
号
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
改
訂
に
よ
っ
て
、

果
実
生
成
型
植
物
は
原
価
モ
デ
ル
ま

た
は
再
評
価
モ
デ
ル
の
い
ず
れ
か
に

よ
り
会
計
処
理
さ
れ
る
た
め
、
原
価

に
よ
る
測
定
を
行
う
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
果
実
生
成
型
植
物
と

は
、
次
の
３
つ
の
特
徴
を
有
す
る
生

き
て
い
る
植
物
を
指
す
。

①　
農
産
物
の
生
産
ま
た
は
供
給
に
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フラッシュ

れ
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
近
年
の

日
本
で
も
み
ら
れ
る
が
、
一般
的
と
は

い
い
が
た
い
。
米
国
で
は
、
ト
ッ
プ
マ

ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
ミ
ド
ル

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
以
下
で
も
転
職
に
よ

り
昇
格
す
る
の
が
か
な
り
一般
的
で
あ

る
。
次
に
、
委
員
会
制
度
を
長
く
経

験
し
て
い
る
米
国
で
は
、
社
外
取
締

役
の
候
補
者
の
市
場
が
存
在
す
る
こ

と
が
あ
る
。
日
本
で
、
社
外
取
締
役

を
選
ぶ
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人

物
を
選
ぶ
の
か
、
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
候
補
者
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
か

が
、
入
口
で
の
大
き
な
問
題
と
な
る
。

つ
ま
り
、
日
本
で
米
国
と
同
様
に
委

員
会
制
度
が
機
能
し
な
い
障
害
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
改
正
会
社
法
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
社
外
の
役
員（
取
締
役
・
監

査
人
）の
人
数
が
少
な
く
な
る
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
監

査
等
委
員
会
設
置
会
社
制
度
は
、
日

本
で
ど
の
程
度
浸
透
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
何
社
が
採
用
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
な
り
ゆ
き
を
関
係
者
は
み
ん
な

注
目
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

ど
の
よ
う
な
形
式
の
制
度
を
導
入

す
る
に
し
て
も
、
問
題
は
本
来
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
う
ま
く
機
能
さ
せ
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。「
仏
作
っ
て
魂
入
れ

ず
」に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
監
査
役

会
や
監
査
委
員
会
を
有
効
に
機
能
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
谷
川　

茂
男（
中
央
大
学
専
門
職
大

学
院
特
任
教
授
）

グローバル会計
の視点

グローバル会計
の視点

会社法会社法

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
は
、
上

場
国
内
会
社
に
対
し
て
、
独
立
性
の

要
件
を
満
た
し
た
独
立
取
締
役
の

み
で
構
成
さ
れ
る
監
査
委
員
会
、
指

名
委
員
会
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
委
員
会
の
設
置
を
要
求
し

て
い
る
。

２
０
０
６
年
５
月
１
日
に
施
行

さ
れ
た
会
社
法
に
よ
り
、
公
開
大

企
業
は
監
査
役
会
設
置
会
社（
取
締

役
会
と
監
査
役
会
）と
委
員
会
設
置

会
社（
取
締
役
会
、
監
査
委
員
会
、

指
名
委
員
会
、
報
酬
委
員
会
）の
い

ず
れ
か
の
選
択
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
委
員
会
設
置

会
社
を
選
択
し
た
企
業
は
約
60
社

と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
本
の
委
員
会
設
置
会
社
は
、
米

国
の
委
員
会
制
度
を
取
り
入
れ
た
も

の
と
い
え
る
が
、
日
本
と
米
国
と
で

は
環
境
に
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
、
取

締
役
に
つ
い
て
は
、
米
国
で
は
日
本
で

の
通
常
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
内
部
昇
格

で
は
な
く
、い
わ
ゆ
る
ヘッ
ド・ハン
テ
ィ

ン
グ（
外
部
か
ら
の
招
聘
）の
割
合
が

日
本
に
比
べ
て
高
い
こ
と
が
挙
げ
ら

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
が
参
議
院
で
可
決
さ
れ
、
改
正
会

社
法
が
成
立
し
、
公
布
さ
れ
た
。
今

回
の
改
正
の
目
玉
は
、
い
わ
ゆ
る

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問

題
で
、
具
体
的
に
は
、
監
査
等
委
員

会
設
置
会
社（
監
査
委
員
会
と
取
締

役
会
を
設
置
す
る
会
社
）の
新
設
、

社
外
役
員
の
社
外
要
件
の
厳
格
化
が

主
な
点
で
あ
る
。
ま
た
、
社
外
取
締

役
の
選
任
の
強
制
は
見
送
ら
れ
た
。

監
査
役
制
度
を
有
す
る
日
本
の
商

法（
会
社
法
の
ベ
ー
ス
の
法
律
）は

ド
イ
ツ
の
商
法
を
基
礎
に
作
成
さ

れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
一
方
、
証

券
取
引
法（
現
在
の
金
融
商
品
取
引

法
）は
米
国
の
法
令（
１
９
３
３
年
証

券
法
と
１
９
３
４
年
証
券
取
引
法
）

を
基
礎
に
作
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
一
国
内
で
の
関
連
す
る
可
能

性
の
あ
る
法
令
の
協
調
性
と
い
う
視

点
で
は
、
す
で
に「
ね
じ
れ
」が
生
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
日
本

の
会
社
法
に
当
た
る
ド
イ
ツ
の
法
律

で
は
、
労
働
者
の
代
表
が
必
ず
メ
ン

バ
ー
と
な
っ
て
い
る
監
査
役
会
は
取

締
役
の
任
命
権
・
解
任
権
を
有
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
監
査
役
会
が
取
締

役
会
よ
り
上
位
概
念
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
一
方
、
米
国
で
は
、
監

査
役
会
制
度
は
な
く
委
員
会
制
度
が

浸
透
し
て
お
り
、
監
査
委
員
会
が
取

締
役
の
業
務
執
行
を
監
督
し
、
監
査

委
員
会
が
執
行
取
締
役
よ
り
上
位

概
念
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、

用
い
ら
れ
る

②　
複
数
の
会
計
期
間
に
お
い
て
農

産
物
を
生
成
す
る
と
見
込
ま
れ
る

③　
寿
命
後
に
廃
棄
物
と
し
て
売
却

さ
れ
る
以
外
に
は
農
産
物
と
し
て

売
却
さ
れ
る
可
能
性
が
低
い

た
と
え
ば
、
お
茶
の
木
、
ブ
ド
ウ

の
木
、
ヤ
シ
の
木
、
ゴ
ム
の
木
な
ど

は
、
通
常
、
果
実
生
成
型
植
物
に
該

当
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
植
物

の
性
格
は
、
製
造
業
に
お
け
る
機
械

な
ど
の
有
形
固
定
資
産
と
同
一
で
あ

る
と
さ
れ
た
こ
と
が
改
訂
の
背
景
と

な
っ
た
。
一
方
、
こ
う
し
た
植
物
が

生
成
す
る
農
産
物（
前
記
の
例
で
い

え
ば
、
茶
葉
、
ブ
ド
ウ
、
ヤ
シ
の
実
、

ラ
テ
ッ
ク
ス（
ゴ
ム
原
料
））は
、
改

訂
後
も
継
続
し
て
Ｉ
Ａ
Ｓ
41
号
の
適

用
範
囲
に
含
ま
れ
る
。

こ
の
改
訂
の
発
効
日
は
２
０
１
６

年
１
月
１
日
以
降
開
始
年
度
で
あ

り
、
早
期
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
適
用
は
Ｉ
Ａ
Ｓ
８
号
に
基
づ
く
遡

及
適
用
が
原
則
と
な
る
が
、
表
示
さ

れ
て
い
る
最
初
の
年
度
の
期
首
に
お

け
る
公
正
価
値
を
み
な
し
原
価
と
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
１
号
の
改
訂
は
行
わ
れ
て
い

な
い
が
、
果
実
生
成
型
植
物
が
Ｉ
Ａ

Ｓ
16
号
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
初
度
適
用
時

に
は
有
形
固
定
資
産
に
適
用
さ
れ
る

免
除
措
置
が
利
用
で
き
る
。

金
　
　
　
融

企
業
の
景
況
感
の
カ
ギ
を
握
る

個
人
消
費
支
出
の
動
向

６
月
の
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測

調
査（
短
観
）が
公
表
さ
れ
、
大
企
業

の
業
況
判
断
Ｄ
Ｉ
が
、
製
造
業
・
非

製
造
業
で
各
々
12
％
ポ
イ
ン
ト
と

19
％
ポ
イ
ン
ト
、
と
も
に
前
回
３
月

の
調
査
よ
り
５
％
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
銀
短

観
は
、
全
国
の
約
１
万
社
の
企
業
を

対
象
に
四
半
期
ご
と
に
実
施
し
、
自

社
の
業
況
や
経
済
環
境
の
現
状
・
先

行
き
な
ど
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

Ｄ
Ｉ
は
、「
良
い
」と
答
え
た
企
業
か

ら「
悪
い
」と
答
え
た
企
業
の
割
合
を

引
い
て
指
数
化
し
た
も
の
。
前
回
３

月
調
査
の
先
行
き
見
通
し
で
製
造
業・

非
製
造
業
は
、
各
々
９
％
ポ
イ
ン
ト
、

11
％
ポ
イ
ン
ト
の
悪
化
を
予
測
し
て
い

た
た
め
、
今
回
は
想
定
し
た
ほ
ど
の

悪
化
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
同
様
に
次
回
９
月
調
査
で
の
業

況
判
断
予
測
は
、
製
造
業
が
３
％
ポ

イ
ン
ト
改
善
、
非
製
造
業
が「
変
わ

ら
ず
」と
な
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
悪

化
し
た
要
因
は
、
４
月
か
ら
の
消
費

税
の
税
率
引
上
げ
と
いっ
た
一時
的
な

も
の
と
い
え
そ
う
だ
。

さ
ら
に
、
個
別
の
企
業
活
動
に
関

わ
る
製
造
業
の
設
備
判
断
Ｄ
Ｉ（「
過
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2014年
6月25日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の
一部を改正する内閣府令（案）」等の公表に
ついて

金融庁

主に、新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の
年数短縮、非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価
証券届出書に掲げる連結財務諸表の年数を改正するも
の。コメント期限は、2014年7月25日まで。なお、改正後
の規定は、2014年8月下旬に公布・施行予定。

―

2014年
6月26日

売買単位の統一に向けた有価証券上場規
程等の一部改正について

東京証券
取引所

一部指定や市場変更などの要件として100株単位である
ことを求めるとともに、売買単位の引下げを容易にする
ための対応を行ったもの。施行期日は、2014年7月1日。

―

2014年
6月27日

法律第90号
会社法の一部を改正する法律

2005年に会社法が制定されて以来の大改正であり、監査
等委員会設置会社制度の創設、社外取締役および社外監
査役の要件の厳格化、株式買取請求に係る規定の整備等
に関して改正を行ったもの。施行期日は公布の日から起
算して1年6カ月を超えない範囲内において政令で定める
日。

―法律第91号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律

2014年
6月30日

社外役員を含む非業務執行役員の役割・サ
ポート体制等に関する中間取りまとめ 経済

産業省
改正会社法の成立を機に、企業による社外取締役選任に
向けた取組みが進展することを想定し、社外取締役等の
実際の活躍事例等をもとに取りまとめられたもの。

―
社外役員等に関するガイドライン

2014年
7月2日

議決権種類株式に係る上場審査の観点の
明確化のための上場審査等に関するガイ
ドラインの一部改正について

東京証券
取引所

議決権の多い株式を利用する際の主要目的や必要性に
ついて、上場審査の観点を明確にしたもの。施行期日は、
2014年7月7日。

―

証
　
　
　
券

変
わ
る
日
本
企
業
の
経
営
ト
ッ
プ

の
座

剰
」−「
不
足
」）は
、
３
月
時
点
に
比

べ
て
今
回
や
や「
過
剰
」と
答
え
た
企

業
が
増
加
し
た
が
、
９
月
の
予
測
で

は
全
体
で
２
％
ポ
イ
ン
ト
減
少
、
さ

ら
に
雇
用
人
員
判
断
Ｄ
Ｉ（「
過
剰
」

−「
不
足
」）で
も
全
体
で
不
足
に
傾

い
て
い
る
状
況
だ
。
今
回「
不
足
」幅

が
縮
小
し
た
が
、
９
月
予
想
で
は
再

び
不
足
幅
拡
大
傾
向
を
示
し
、
企
業

規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
、
こ
の
傾

向
を
強
く
み
せ
て
い
る
。

今
回
の
調
査
で
も
、
大
企
業
製
造

業
の
２
０
１
４
年
度
の
設
備
投
資
計

画
は
前
年
度
比
12
・
７
％
増
と
な
っ

て
お
り
、
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、

報
道
の
見
出
し「
景
況
感
悪
化
」と
は

真
逆
の
実
態
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
、厚
生
労
働
省
の
直
近
の
統
計
で
、

現
金
支
給
ベ
ー
ス
の
賃
金
は
前
年

比
０
・
８
％
増
加
し
て
い
る
が
、
実

質
賃
金
は
３
・
６
％
減
少
と
な
っ
て

お
り
、
や
は
り
消
費
税
率
引
上
げ
に

起
因
す
る
物
価
上
昇
に
賃
上
げ
が
追

い
つ
い
て
い
な
い
実
態
を
示
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
の
景
況
感

に
つ
い
て
楽
観
的
な
企
業
が
多
い
も

の
の
、
２
０
１
４
年
後
半
に
向
け
て

個
人
消
費
支
出
の
動
向
が
次
回
９
月

の
短
観
に
ど
う
影
響
す
る
か
が
注
目

さ
れ
る
。

サ
ン
ト
リ
ー
が
社
外
か
ら
新
し
い

ト
ッ
プ
を
招
聘
し
た
。
巨
大
企
業
で

は
あ
る
が
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
同

族
経
営
が
続
く
と
み
ら
れ
て
い
た
だ

け
に
相
当
な
サ
プ
ラ
イ
ズ
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
が
ま
す
ま
す
激
化

す
る
な
か
で
、
同
社
の
現
経
営
陣
の

危
機
感
の
強
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
企
業
の
変
身

が
決
し
て
緩
い
も
の
で
な
い
こ
と
を
強

烈
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
、マ
ー
ケ
ッ

ト
と
も
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
企
業
経
営

の
最
高
の
意
思
決
定
で
あ
る
ト
ッ
プ

の
選
出
で
保
守
的
と
さ
れ
て
き
た
日

本
企
業
も
、
21
世
紀
に
入
っ
た
頃
か

ら
目
に
み
え
て
変
わ
っ
て
き
た
と
い

え
る
。
世
紀
の
変
わ
り
目
に
日
産
自

動
車
は
フ
ラ
ン
ス
の
同
業
ル
ノ
ー
社

か
ら
ゴ
ー
ン
氏
を
ト
ッ
プ
に
迎
え
、

経
営
再
建
を
託
し
た
。ゴ
ー
ン
氏
は
、

短
期
間
で
見
事
に
同
社
を
立
て
直
し

た
の
だ
。
こ
れ
は
、
日
本
企
業
の
経

営
者
選
出
の
あ
り
方
に
再
考
を
促
す

き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。そ

の
後
、
日
本
板
硝
子
、
オ
リ
ン

パ
ス
、
ソ
ニ
ー
な
ど
で
外
国
人
ト
ッ

プ
の
起
用
が
続
い
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
す
べ
て
が
成
功

と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

最
近
で
は
資
生
堂
、
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
双
日
な
ど
が
社
外

か
ら
ト
ッ
プ
招
聘
を
続
け
、
さ
ら
に

武
田
薬
品
工
業
も
外
国
人
ト
ッ
プ
を

迎
え
る
な
ど
流
れ
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。20

世
紀
の
日
本
的
経
営
か
ら
す
る

と
、
異
例
の
ト
ッ
プ
選
出
を
行
っ
た

企
業
が
い
ず
れ
も
業
界
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
の
企
業
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

て
よ
い
。
伝
統
を
誇
る
大
手
企
業
で

は
、「
お
み
こ
し
経
営
」と
い
う
言
葉

が
冗
談
で
な
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
珍

し
く
な
か
っ
た
。
ト
ッ
プ
は
形
ば
か

り
で
、
軽
い
ほ
ど
よ
く
、
実
際
の
経

営
は
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
溢
れ
た
部

長
、
課
長
と
い
っ
た
中
堅
幹
部
が
行

う
の
が
よ
い
、
そ
の
ほ
う
が
経
営
は

う
ま
く
い
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
ト
ッ
プ

と
一
般
社
員
の
間
の
所
得
格
差
は
小

さ
く
て
当
然
と
す
る
意
識
も
生
ま
れ

て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
欧
米
企
業
の
ト
ッ
プ
の
あ

り
方
と
は
大
い
に
異
な
る
。
欧
米
企

業
の
ト
ッ
プ
は
経
営
の
プ
ロ
中
の
プ

ロ
と
し
て
責
任
、
待
遇
と
も
一
般
社

員
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
日
本
企
業
も
変
わ
っ
て

き
た
。
社
長
は
経
営
の
プ
ロ
と
し
て

出
身
に
関
係
な
く
実
力
に
よ
っ
て
選

ば
れ
る
。
新
し
く
招
か
れ
た
社
長
は

株
主
の
た
め
に
、
と
口
に
す
る
こ
と

が
多
い
。
日
本
企
業
の
経
営
ト
ッ
プ

の
座
の
問
題
は
、
大
き
な
株
価
材
料

と
な
っ
て
く
る
こ
と
は
必
然
で
あ

る
。


